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陸
上
自
衛
隊
化
学
学
校
と
特
定
物
質
に
関
す
る
質
問
主
意
書

サ
リ
ン
、
ソ
マ
ン
、
タ
ブ
ン
、
Ｖ
Ｘ
、
マ
ス
タ
ー
ド
等
の
毒
性
化
学
物
質
を
使
っ
た
化
学
兵
器
は
、
国
際
社
会
の
一
致
し
た

取
り
組
み
に
よ
っ
て
全
面
的
に
禁
止
・
廃
棄
す
べ
き
非
人
道
的
兵
器
で
あ
る
。
我
が
国
は
、
化
学
兵
器
禁
止
条
約
（
以
下
、
Ｃ

Ｗ
Ｃ
）
に
加
わ
る
と
と
も
に
、
国
内
実
施
法
と
し
て
化
学
兵
器
禁
止
法
を
制
定
（
一
九
九
五
年
五
月
施
行
）
し
、
Ｃ
Ｗ
Ｃ
が
表

�
剤
と
し
て
定
め
る
特
定
物
質
に
つ
い
て
は
製
造
段
階
か
ら
廃
棄
段
階
に
至
る
ま
で
厳
し
い
規
制
措
置
を
設
け
、
民
生
用
に
も

供
さ
れ
る
化
学
物
質
（
指
定
物
質
）
に
つ
い
て
も
生
産
量
、
消
費
量
等
の
届
出
義
務
を
は
じ
め
と
す
る
規
制
措
置
を
設
け
て
い

る
。
ま
た
、
Ｃ
Ｗ
Ｃ
の
実
施
を
監
視
す
る
化
学
兵
器
禁
止
機
関
（
以
下
、
Ｏ
Ｐ
Ｃ
Ｗ
）
の
査
察
等
が
実
施
さ
れ
て
き
て
い
る
。

同
時
に
、
化
学
兵
器
禁
止
法
は
、
さ
い
た
ま
市
北
区
の
大
宮
駐
屯
地
内
に
所
在
す
る
陸
上
自
衛
隊
化
学
学
校
（
以
下
、
化
学

学
校
）
を
「
国
の
施
設
で
あ
っ
て
、
特
定
物
質
の
毒
性
か
ら
人
の
身
体
を
守
る
方
法
に
関
す
る
研
究
（
特
定
研
究
）
」
を
一
に

限
り
行
う
特
定
施
設
に
指
定
し
て
い
る
。
化
学
学
校
に
お
け
る
特
定
物
質
の
製
造
等
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
八
回
に
及
ぶ
Ｏ

Ｐ
Ｃ
Ｗ
の
査
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。

化
学
学
校
に
お
け
る
特
定
研
究
と
特
定
物
質
の
製
造
・
使
用
・
所
持
・
廃
棄
等
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
必
要
な
情
報
開
示
、

地
震
・
火
災
・
事
故
等
の
緊
急
時
に
お
け
る
周
辺
住
民
の
安
全
確
保
に
関
す
る
地
元
自
治
体
や
消
防
本
部
、
住
民
自
治
会
等
と

一



の
情
報
共
有
及
び
普
段
か
ら
の
連
絡
・
協
議
体
制
の
確
立
等
は
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
に
は
Ｃ
Ｗ
Ｃ
に
基
づ
く
我
が
国
の

取
り
組
み
に
対
す
る
国
民
の
理
解
は
得
ら
れ
な
い
と
考
え
る
。

以
下
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
問
う
。

一

化
学
学
校
に
お
け
る
特
定
物
質
の
製
造
・
使
用
・
所
持
・
廃
棄
等
に
つ
い
て

�

化
学
兵
器
禁
止
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
九
五
年
以
降
、
化
学
学
校
で
製
造
し
た
各
年
の
特
定
物
質
に
つ
い
て
、
そ
の
種

類
（
サ
リ
ン
、
ソ
マ
ン
等
の
化
学
物
質
名
）
ご
と
に
、
年
間
の
生
産
量
、
同
消
費
量
（
防
護
目
的
・
廃
棄
に
区
分
し

て
）
、
同
最
大
保
有
量
、
同
終
了
時
に
お
け
る
貯
蔵
量
を
、
Ｏ
Ｐ
Ｃ
Ｗ
に
対
す
る
申
告
内
容
に
沿
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
に
予
定
し
て
い
る
特
定
物
質
ご
と
の
予
想
さ
れ
る
生
産
量
、
生
産
が
予
想
さ
れ
る
時
期
を
同
様

に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

平
成
十
年
版
の
防
衛
白
書
で
は
、
化
学
学
校
に
お
い
て
「
条
約
で
規
定
さ
れ
る
化
学
物
質
を
少
量
合
成
し
て
い
る
」
と

記
載
さ
れ
、
平
成
十
一
年
版
以
降
に
つ
い
て
も
同
様
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
。
防
衛
白
書
に
記
載
さ
れ
る
「
合
成
」
と

は
、
Ｃ
Ｗ
Ｃ
の
表
�
剤
の
「
生
産
」
（production

）
・
化
学
兵
器
禁
止
法
の
特
定
物
質
の
「
製
造
」
と
同
じ
意
味
で
あ

る
と
考
え
る
が
相
違
な
い
か
。

二



�

我
が
国
が
、
防
護
研
究
の
た
め
に
、
サ
リ
ン
等
の
毒
性
物
質
の
製
造
を
開
始
し
た
の
は
い
つ
か
ら
か
。
『
解
説

化
学

兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
』
（
監
修
／
通
商
産
業
省
基
礎
産
業
局

化
学
兵
器
・
麻
薬
原
料

等
規
制
対
策
室

化
学
工
業
日
報
社
発
行
）
は
、
化
学
兵
器
禁
止
法
の
基
本
構
成
に
つ
い
て
解
説
す
る
な
か
で
、
「
第
二

章
で
化
学
兵
器
の
製
造
、
所
持
、
委
譲
等
の
禁
止
を
定
め
て
い
る
が
、
我
が
国
に
は
化
学
兵
器
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
前

提
と
し
て
い
る
た
め
に
、
化
学
兵
器
の
禁
止
規
定
は
禁
止
行
為
と
そ
の
違
反
に
対
す
る
直
接
的
な
罰
則
と
い
う
刑
法
的
な

規
定
の
み
と
な
っ
て
い
る
」
と
し
た
う
え
で
、
「
こ
れ
に
対
し
、
第
三
章
は
サ
リ
ン
等
の
特
定
物
質
（
条
約
上
の
表
�

剤
）
に
つ
い
て
の
製
造
、
使
用
に
つ
い
て
の
許
可
制
、
さ
ら
に
そ
の
所
持
、
廃
棄
に
い
た
る
ま
で
の
厳
格
な
管
理
（
手
続

き
）
規
定
を
定
め
て
い
る
が
、
特
定
物
質
は
そ
の
使
用
方
法
に
よ
っ
て
化
学
兵
器
と
も
な
り
う
る
も
の
の
、
わ
ず
か
な
が

ら
も
我
が
国
に
お
け
る
産
業
用
途
及
び
防
護
研
究
（
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
条
約
で
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
目
的
の
も
の
）
が

存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
製
造
、
使
用
を
一
定
の
条
件
下
で
認
め
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
」
（
Ｐ
�
�
）
と
説
明

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
化
学
兵
器
禁
止
法
に
は
、
同
法
施
行
前
に
特
定
物
質
を
所
持
し
て
い
る
者
が
法
施
行
後
に
お
い
て

も
引
き
続
き
特
定
物
質
を
所
持
す
る
場
合
に
は
、
法
の
手
続
き
に
従
っ
て
許
可
使
用
者
と
な
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ

の
速
や
か
な
廃
棄
を
義
務
づ
け
る
附
則
第
二
条
（
経
過
措
置
）
の
規
定
が
あ
る
。
同
条
第
六
項
は
「
こ
の
法
律
の
施
行
の

三



際
特
定
施
設
内
に
お
い
て
国
が
所
持
す
る
特
定
物
質
」
を
同
条
前
各
項
の
規
定
か
ら
適
用
除
外
と
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
当
時
、
特
定
施
設
内
（
化
学
学
校
内
）
に
国
が
所
持
す
る
特
定
物
質
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
我
が
国
で
は
、
一
九
九
五
年
の
同
法
施
行
前
に
は
、
防
護
研
究
の
た
め
に
特
定
物
質

を
製
造
等
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

�

二
〇
〇
〇
年
六
月
か
ら
二
〇
〇
二
年
六
月
ま
で
化
学
学
校
長
を
務
め
た
山
里
洋
介
氏
は
、
『
週
刊
金
曜
日
』
（
二
〇
一

三
年
五
月
二
十
四
日
号
）
誌
上
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
え
、
一
九
六
四
年
に
サ
リ
ン
の
合
成
に
成
功
し
、
Ｖ
Ｘ
に
つ
い
て

も
独
自
に
作
っ
て
い
た
と
明
言
し
て
い
る
。
国
会
で
も
、
一
九
六
七
年
当
時
、
陸
上
自
衛
隊
化
学
学
校
、
同
衛
生
学
校
、

防
衛
大
学
校
等
の
幹
部
将
校
が
サ
リ
ン
、
マ
ス
タ
ー
ド
を
使
用
し
て
汚
染
水
の
浄
化
に
関
す
る
研
究
を
行
い
、
そ
の
研
究

報
告
が
『
防
衛
衛
生
』
（
一
九
六
七
年
十
一
号
）
に
発
表
さ
れ
て
い
た
事
実
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
（
衆
議
院
予
算
委

員
会
一
九
七
〇
年
二
月
二
十
六
日
）
。
こ
れ
ら
例
示
し
た
事
柄
へ
の
検
証
を
含
め
、
我
が
国
が
い
つ
か
ら
特
定
物
質
の
製

造
等
を
お
こ
な
っ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
現
時
点
で
、
我
が
国
に
お
け
る
特
定

物
質
の
製
造
等
の
開
始
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
い
つ
の
時
期
で
あ
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

防
衛
省
及
び
化
学
学
校
は
、
一
九
九
五
年
の
化
学
兵
器
禁
止
法
の
施
行
以
前
に
、
我
が
国
が
防
護
研
究
の
た
め
に
毒
性

四



化
学
物
質
を
製
造
・
使
用
等
し
て
き
た
こ
と
を
国
民
に
公
表
し
て
き
た
こ
と
が
あ
る
か
。
一
九
八
四
年
二
月
六
日
、
日
本

共
産
党
国
会
議
員
団
が
化
学
学
校
に
赴
い
て
調
査
を
行
っ
た
際
、
化
学
学
校
か
ら
は
、
毒
ガ
ス
は
実
験
を
ふ
く
め
一
切
し

て
い
な
い
。
市
販
さ
れ
て
い
る
化
学
薬
品
を
購
入
し
化
学
構
造
の
似
た
も
の
で
や
る
旨
の
説
明
を
受
け
て
い
る
。
山
里
洋

介
氏
が
語
っ
て
い
る
こ
と
が
事
実
な
ら
ば
、
防
衛
省
及
び
化
学
学
校
は
虚
偽
の
答
え
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。

�

「
特
定
物
質
の
製
造
等
に
関
す
る
達
（
陸
上
自
衛
隊
達
第
�
�－

�
号
）
」
（
以
下
、
達
）
及
び
「
特
定
物
質
の
製
造

等
に
関
す
る
化
学
学
校
規
則
」
（
以
下
、
化
学
学
校
規
則
）
で
は
、
「
特
定
物
質
の
製
造
等
を
行
う
施
設
（
製
造
等
施

設
）
」
を
化
学
学
校
内
の
「
第
一
研
究
棟
」
と
し
て
い
る
。
「
第
一
研
究
棟
」
が
建
設
さ
れ
た
時
期
は
い
つ
か
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

�

達
第
五
条
（
�
）
は
、
化
学
学
校
長
は
製
造
等
施
設
に
「
排
気
・
排
水
処
理
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
を
備
え
付
け

る
」
と
定
め
て
い
る
。
排
気
・
排
水
処
理
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
記
録
を
管
理
・
保
管
す
る
の
は
化

学
学
校
の
ど
こ
の
部
署
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
記
録
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
根
拠
規
定
と

あ
わ
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
実
施
に
関
す
る
規
定
を
開
示
さ
れ
た
い
。

五



二

地
元
自
治
体
等
へ
の
情
報
開
示
、
緊
急
時
の
対
応
に
関
す
る
連
絡
・
協
議
等
に
つ
い
て

�

化
学
学
校
規
則
は
、
地
震
、
火
災
又
は
特
定
物
質
の
製
造
等
に
伴
う
事
故
の
発
生
も
し
く
は
発
生
の
恐
れ
が
あ
る
場
合

に
は
、
研
究
部
長
は
、
「
特
定
物
質
の
緊
急
時
等
対
処
規
定
」
に
よ
り
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
校
長
に
報
告
す
る
と

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
事
故
に
よ
る
被
害
が
駐
屯
地
外
に
及
ぶ
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
総
務
部
長
は
、
「
直
ち
に
自
治

体
、
警
察
署
、
消
防
署
、
近
隣
の
住
民
及
び
自
治
会
並
び
に
駐
屯
各
部
隊
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
」
（
化
学
学
校
規
則

第
十
二
条
二
項
）
と
定
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
い
た
ま
市
に
お
い
て
も
地
元
消
防
本
部
に
お
い
て
も
、
化
学
学

校
に
お
け
る
こ
う
し
た
緊
急
時
の
対
応
に
つ
い
て
、
何
ら
情
報
の
共
有
が
さ
れ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。
緊
急
時
の
通

報
は
当
然
で
あ
る
が
、
普
段
か
ら
必
要
な
情
報
を
開
示
・
共
有
し
、
連
絡
・
協
議
等
を
重
ね
て
い
な
け
れ
ば
、
緊
急
時
に

通
報
を
受
け
て
も
住
民
の
安
全
確
保
を
は
じ
め
と
し
た
適
切
か
つ
有
効
な
活
動
等
が
で
き
な
い
。
化
学
学
校
規
則
が
施
行

さ
れ
た
一
九
九
六
年
四
月
一
日
以
降
、
化
学
学
校
が
こ
れ
ま
で
お
こ
な
っ
た
自
治
体
、
警
察
署
、
消
防
署
、
近
隣
の
住
民

及
び
自
治
体
に
対
す
る
緊
急
時
に
お
け
る
化
学
学
校
の
対
応
を
は
じ
め
と
す
る
情
報
開
示
・
共
有
、
連
絡
・
協
議
等
に
つ

い
て
の
取
り
組
み
実
績
（
実
施
年
月
日
、
対
象
者
、
場
所
、
内
容
等
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

過
去
、
化
学
学
校
規
則
第
十
二
条
に
該
当
す
る
緊
急
時
対
応
が
発
生
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
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概
要
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

化
学
学
校
規
則
第
十
二
条
二
項
が
明
示
す
る
「
自
治
体
、
警
察
署
、
消
防
署
、
近
隣
の
住
民
及
び
自
治
会
」
と
は
、
そ

れ
ぞ
れ
具
体
的
に
ど
こ
か
。
今
後
、
緊
急
時
の
対
応
上
必
要
な
情
報
に
つ
い
て
開
示
し
、
地
元
自
治
体
等
と
情
報
を
共
有

し
て
連
絡
・
協
議
を
行
う
考
え
は
あ
る
か
。
地
元
自
治
体
等
か
ら
の
要
望
が
あ
れ
ば
化
学
学
校
と
し
て
誠
実
に
検
討
し
行

う
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。
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